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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
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１

目

次

告

示

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
一

○
都
営
住
宅
の
地
域
ご
と
に
知
事
の
定
め
る
駐
車
料
金
の
上

限
額
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

告

示
（
公
）

○
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公

告

○
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
伴
う
縦
覧
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
）…
六

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
九
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
野
市
上
台
土
地
区
画
整
理
組
合
の

定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

日
野
市
上
台
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

日
野
市
大
字
日
野
の
各
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

日
野
市
大
字
日
野
四
百
九
十
五
番
地
の
二

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

六

変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
を
日
野
市
大
字
日
野
千
二
番
地
の
一
メ
ゾ
ン

生
沼
一
〇
三
号
室
に
変
更
す
る
。

七

変
更
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
六
月
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
地
域
ご
と
に
知
事
の
定
め
る
駐
車
料
金
の
上
限
額
を
次
の
よ

う
に
変
更
す
る
。

令
和
七
年
六
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

地

域

額

世
田
谷
区

三
一
、
〇
〇
〇
円

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
浦
四
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

ひ

物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和7年6月6日（金曜日）東 京 都 公 報（第18320号） ２


